
 

令和４年１２月定例会提出議案概要（記者発表資料） 

 

１ 招集告示日   令和４年１１月２２日 

２ 招 集 日   令和４年１１月２９日 

３ 提出議案件数  ２２件 

予 算  ８件 

条 例  ７件 

その他  ７件 

４ 議案等件名 

議案第７９号 令和４年度西条市一般会計補正予算（第７回） 

の専決処分について 

議案第８０号 令和４年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第３回）の専決処分について 

議案第８１号 令和４年度西条市一般会計補正予算（第８回） 

について 

議案第８２号 令和４年度西条市国民健康保険特別会計補正予 

算（第２回）について 

議案第８３号 令和４年度西条市介護保険特別会計補正予算 

（第４回）について 

議案第８４号 令和４年度西条市土地開発事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第８５号 令和４年度西条市本谷温泉事業特別会計補正予 

算（第１回）について 

議案第８６号 令和４年度西条市後期高齢者医療保険特別会計 

         補正予算（第１回）について 

議案第８７号 令和４年度西条市病院事業会計補正予算（第２ 

号）について 

議案第８８号 令和４年度西条市公共下水道事業会計補正予算 

（第２号）について 

議案第８９号 西条市食の創造館の指定管理者の指定について ・  １ 

議案第９０号 西条市本谷温泉館の指定管理者の指定について ・  〃 

議案第９１号 西条市立西条郷土博物館及び五百亀記念館の指 

定管理者の指定について ・・・・・・・・・・・  〃 

議案第９２号 字の新設及び小字の廃止について ・・・・・・・  ２ 

議案第９３号 西条市個人情報の保護に関する法律施行条例に 

ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 

別 

冊 



 

議案第９４号 西条市公共施設再編整備基金条例について ・・・  ４ 

議案第９５号 西条市土地開発基金条例の一部を改正する条例 

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 

議案第９６号 西条市特別会計条例の一部を改正する条例につ 

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 

議案第９７号 西条市職員の定年等に関する条例等の一部を改 

正する等の条例について ・・・・・・・・・・・  ７ 

議案第９８号 西条市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用 

弁償条例の一部を改正する条例について ・・・・  ８ 

議案第９９号 西条市小松まちづくり開発センター設置及び管 

理条例を廃止する条例について・・・・・・・・・  ９ 

報告第２２号 市道横黒中１号線の道路陥没箇所における負傷 

事故に伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決 

処分について ・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 
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議案第８９号～議案第９１号   

各公の施設の指定管理者の指定について   

                （産業振興課・観光振興課・社会教育課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市の公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法 

律６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるもので 

ある。 

 

２ 概要 

  次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするものである。 

施 設 名 指定管理者候補 

西条市食の創造館 株式会社西条産業情報支援センター 

西条市本谷温泉館 株式会社ありがとうサービス 

西条市立西条郷土博物館 
公益財団法人愛媛民芸館 

五百亀記念館 

 

３ 指定の期間 

 （西条市食の創造館） 

令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの２年間 

（西条市本谷温泉館） 

令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間 

（西条市立西条郷土博物館及び五百亀記念館） 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間 
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議案第９２号 字の新設及び小字の廃止について 

                           （農業基盤整備課） 

 

１ 提出の理由 

  西条市氷見において、平成２３年度新規事業地区（氷見上部地区）として、

県営による農地整備事業（経営体育成型）の採択を受け実施してきたところで

ある。 

  このたび、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく換地処分を行

うに当たり、当該事業区域に字を新設し、及び小字を廃止するため、議会の議

決を求めるものである。 

 

２ 概要 

(1) 事業名 県営農地整備事業（経営体育成型）氷見上部地区 

(2) 事業年度 平成２３年度から令和５年度まで 

(3) 区画整備面積 ２６．６ｈａ 

(4) 字の新設及び小字の廃止 氷見の事業区域内 
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議案第９３号  西条市個人情報の保護に関する法律施行条例について 

（総務課） 

 

１ 提出の理由 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年

法律第３７号）の一部が施行されることに伴い、所要の条例を制定しようとす

るものである。 

 

２ 概要 

(1) 開示請求に係る手数料等（第３条） 

個人情報の開示請求に係る手数料を無料とし、写しの交付を行う場合に

は、写しの交付を受ける者が、写しの作成及び送付に要する費用を負担する

旨を定める。 

(2) 開示決定等の期限等（第４条及び第５条） 

個人情報の開示請求の決定に係る期限について、開示請求があった日か

ら１４日以内とするほか、当該期限の延長について定める。 

(3) 審査会への諮問（第６条） 

個人情報の開示請求等に係る審査請求及び個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴く場合の諮問先を、西条市情報

公開条例（平成１６年西条市条例第１１号）に規定する西条市情報公開・個

人情報保護審査会とする旨を定める。 

(4) 運用状況の公表（第７条） 

市長に、個人情報保護制度の運用状況の公表を義務付ける旨を定める。 

(5) 附則 

西条市個人情報保護条例（平成１６年西条市条例第１２号）を廃止すると

ともに、当該廃止に伴う経過措置を定めるほか、西条市情報公開条例等の一

部を改正し、本条例の施行に伴う整備を行う。 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 
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議案第９４号  西条市公共施設再編整備基金条例について 

（公共施設マネジメント推進室） 

 

１ 提出の理由 

公共施設等の再編整備、除却等に要する経費に充てるための基金を設置す

るため、所要の条例を制定しようとするものである。 

 

２ 概要 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第８項の規定に基づき、

基金の管理及び処分に関し必要な事項について条例で定めるものである。 

 

３ 施行期日 

公布の日 
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議案第９５号  西条市土地開発基金条例の一部を改正する条例について 

（用地課） 

 

１ 提出の理由 

西条市土地開発基金の一部を、新たに設置する西条市公共施設再編整備基

金の原資とするため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

西条市土地開発基金の下限額を５億円に設定するとともに、予算の定める

ところにより、基金に追加して積み立て、又は当該額を下回らない範囲内にお

いて処分することができる旨の規定を追加する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

 

  



6 

議案第９６号  西条市特別会計条例の一部を改正する条例について 

（用地課） 

 

１ 提出の理由 

西条市土地開発事業特別会計を廃止するため、所要の条例改正を行おうと

するものである。 

 

２ 概要 

西条市土地開発事業特別会計を廃止するとともに、附則において、西条市土

地開発基金の管理会計を、一般会計に移行する。 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 
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議案第９７号  西条市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する

等の条例について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）が施行される

こと等に伴い、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

(1) 職員の定年年齢について、現行の６０歳を、令和１３年度までに６５歳ま

で、段階的に引き上げる。 

 現行 
令和５・

６年度 

令和７・

８年度 

令和９・

１０年度 

令和１０・

１１年度 

令和１３

年度以降 

定

年 

年

齢 

６０歳 ６１歳 ６２歳 ６３歳 ６４歳 ６５歳 

(2) 定年の引上げに伴い、組織活力を維持するため、６０歳以後、管理監督職

であった職員を非管理監督職に降任する、役職定年制を導入する。 

(3) ６０歳以後に常勤職員の定年退職日に当たる日までの間、短時間勤務の

非常勤職員として再任用することができるよう、現行の再任用制度を廃止し、

定年前再任用短時間勤務制を導入する。 

(4) 多様な働き方を選択しやすい環境整備のため、情報提供・意思確認制度を

導入する。 

(5) 当分の間、６０歳を超える職員の給料月額を、６０歳到達前の７割水準と

するとともに、６０歳に達した日以後に退職する職員の退職手当が不利にな

らないよう措置する制度を導入する。 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日。ただし、情報提供・意思確認制度の導入等に関する規定

については、公布の日 
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議案第９８号  西条市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償条

例の一部を改正する条例について 

（職員厚生課） 

 

１ 提出の理由 

議員報酬を改定するため、所要の条例改正を行おうとするものである。 

 

２ 概要 

区 分 改定後 現行 

議 長 502,000円（46,000円引上げ） 456,000円 

副議長 439,000円（46,000円引上げ） 393,000円 

議 員 412,000円（46,000円引上げ） 366,000円 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 

 

  



9 

議案第９９号  西条市小松まちづくり開発センター設置及び管理条例

を廃止する条例について 

（産業振興課） 

 

１ 提出の理由 

令和４年度末をもって西条市小松まちづくり開発センターの運営を終了す

ることに伴い、条例を廃止しようとするものである。 

 

２ 概要 

西条市小松まちづくり開発センターの廃止 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 
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報告第２２号  市道横黒中１号線の道路陥没箇所における負傷事故に 

伴う和解及び損害賠償の額の決定の専決処分について 

（建設道路課） 

                             

１ 提出の理由 

  市道横黒中１号線の道路陥没箇所における負傷事故に伴う和解及び損害賠

償の額を決定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第２項の

規定によりこれを報告するものである。 

 

２ 概要 

  和解の内容等 

(1) 損害賠償の額 

治療関係費等に係る額 金１６５，４０８円 

(2) 支払等 

    道路賠償責任保険から支払われる損害賠償金の範囲内で相手方に支払う。 

(3) 本件示談のほか、双方の間には一切の債権債務関係がないことを確認す

る。 

(4) 双方とも、その余一切の異議・請求の申立てをしない。 

 

 


